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中小企業・SDGsビジネス支援事業 2023年度公示分 Q&A 
 

こちらは、以下の質問票からいただいた質問とその回答の一覧です。 

⇒ 2023年度公示質問書はこちら <9/26（火）正午にて質問受付締め切り> 

 

A. 全事業区分共通 

No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A００1 9/4 募集要項 第 2、1.募集対象の法人、

(2)、③ 

財務指標に関する条件として「③直近の年収の３年平

均が 3 千万円未満」があるが、企画書提出時に本邦法

人と現地法人の両方がそれを満たしている必要があ

るのか。 

提案法人（共同企業体の場合は構成員を含む）のみが

満たす必要のある条件となります。なお、現地法人は

本邦登記法人では無いので、共同企業体の構成員には

なれません。 

  

A００２ 9/4 募集要項 第 5、3.スタートアップ企業

による応募、③ 

スタートアップ企業の認定要件として「スタートアップ

企業向け外部資金（ベンチャーキャピタルからの投資

実績、公的機関からのスタートアップにかかる助成金

や委託事業等）が 500 万円以上（複数ある場合は合

算）あること。」があるが、法人設立前に得た外部資金

もその対象となるか。  

法人設立前に得た助成金である場合、当該助成金がス

タートアップ企業向けであり、かつ、提案法人に対する

ものであることが明確である場合に限り対象となりま

す。 

A００3 9/6 募集要項 第 5、3.スタートアップ企業

による応募、③ 

スタートアップ企業の認定要件として『スタートアップ

企業向け外部資金（ベンチャーキャピタルからの投資

実績、公的機関からのスタートアップにかかる助成金

や委託事業等）が 500 万円以上（複数ある場合は合

算）あること。』とあるが、事業会社・個人投資家からの

投資実績、公的機関からの各助成金や各委託事業が、

この要件を満たすか教えてほしい。 

事業会社や個人投資家からの出資が、常に要件を満た

すか否かは頂いた情報から判断出来ませんでしたが、

ケースバイケースとなります。スタートアップ企業向け

の外部資金である場合には、企画書にてその旨が分か

るようにご説明ください。 

また、公的機関からの各助成金や各委託事業がこの要

件を満たすか否か、個別にお示しすることは出来ませ

んが、あくまで”スタートアップ企業を対象とした”助成

金・委託事業が対象となります。企画書にてその旨が

分かるようにご説明ください。 

 

https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-ljldma-8d186fd9e7f362a3708326cd239e2ae5
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A００4 9/6 募集要項 第 4、2.応募書類 登記事項証明書（写）の代わりに履歴事項全部証明書

を提出する場合、発行日に関して指定があるか。 

また、納税証明書（その3の3）について（写）の提出で

も良いか。 

履歴事項全部証明書をご提出頂く場合も、登記事項証

明書と同様に『発行日が公示日より 3 カ月以内のも

の』をご提出ください。 

また、納税証明書（その 3 の 3）を含め PDF形式で提

出頂く書類については原本提出は不要のため、（写）提

出とご理解頂きますようお願い致します。 

 

A００5 9/7 募集要項 第 2、2.本支援事業の対象

外となる応募【採択実績の

ある提案法人のみ】 

ビジネス化実証事業を実施後、普及・実証・ビジネス化

事業に応募する事は可能か。 

「同様の内容（同一企業、同一国、かつ同一商材（製品/

サービス・技術・ノウハウ）」であれば、ビジネス化実証

事業を実施後、普及・実証・ビジネス化事業に応募する

事は出来ません。「同様の内容」でなければ応募可能で

す。詳細は＜ビジネス化支援型＞の募集要項ｐ９をご

確認下さい。 

なお、募集要項冒頭に記載の通り、2024 年度に向け

て制度改編を予定しておりますので、2024 年度の募

集内容は 2023 年度のそれと大きく異なる可能性が

ございます。 

 

A００6 9/7 募集要項 第 1、1.はじめに 提案製品を提案法人ではなく外部要員又は補強が所

有する場合、本支援事業へ応募する事が可能か。 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ない

ため、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

募集要項にも記載の通り、本支援事業の提案製品/サ

ービス・技術・ノウハウについては『活動の中心となる

製品/サービス・技術・ノウハウは提案法人固有又は提

案法人がビジネス展開の権利を有する製品/サービス・

技術・ノウハウであることを基本』としています。これら

に該当する場合は応募が可能です。 

なお、ビジネス展開の権利を有する場合は企画書 A.提

案製品・技術・サービスの概要の 4.及び 5.において、

権利関係、提案法人が事業展開する強み・付加価値等

を記載ください。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A００7 9/7 募集要項 第 1、2.募集対象事業 国立大学法人は学校法人とみなされるか、共同企業体

の構成員になれるか。 

国立大学法人は学校法人（私立学校を設置運営する主

体）ではありませんので、提案法人・共同企業体の構成

員になることは出来ません。なお、所属する国立大学

法人の承認を得られれば、外部要員（ビジネス化支援

型）または外部人材（調査委託型）として参画出来る場

合があります。 

 

A００8 9/7 募集要項 第 2、1.募集対象の法人、

(8) 

採択後の辞退は、応募後の辞退（JICA 中小企業・

SDGs ビジネス支援事業窓口へメール連絡）と同様

か。 

採択後の辞退は、応募後の辞退とは異なる手続きが必

要となります。 

また、応募後または採択後に辞退されますと、来年度

のご応募に際して制限が加わる可能性がございます。

詳細は募集要項の第2応募資格要件、1.募集対象の法

人、(8)をご確認下さい。 

 

A００9 9/8 募集要項 第 2、2.本支援事業の対象

外となる応募、(6) 

現在、A 国で案件化調査を実施中だが、今回の募集で

は B 国を対象にビジネス化実証事業に応募したい。こ

れは重複応募にあたるか。 

募集要項にも記載の通り、「同様の内容（同一企業、同

一国、かつ同一商材（製品/サービス・技術・ノウハウ）が

応募に含まれていること、以下「同様の内容」といいま

す。）」では無い場合、重複応募には該当しません。 

 

A０10 9/8 募集要項 第 1、1.はじめに 提案技術を有するグループ会社を外部要員又は補強

として、応募する事は可能か。 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ない

ため、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

応募の前提として、本支援事業の提案製品/サービス・

技術・ノウハウについては『活動の中心となる製品/サ

ービス・技術・ノウハウは提案法人固有又は提案法人が

ビジネス展開の権利を有する製品/サービス・技術・ノ

ウハウであることを基本』としています。これらに該当

する場合は応募が可能です。 

なお、提案法人がビジネス展開の権利を有する場合に

は、企画書にて権利関係、提案法人が事業展開する強

み・付加価値等を記載ください。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０11 9/11 募集要項 第 5、2.地域金融機関連携

案件/1 億円を超える応募

(中小企業支援型） 

商工中金の地方支店は、地域金融機関連携案件が対

象とする地域金融機関に該当するか。 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ない

ため、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

募集要項に記載の通り、対象となる地域金融機関は

『地方銀行（全国地方銀行協会加盟行）、第二地方銀行

（第二地方銀行協会加盟行）、信用金庫、信用組合』とし

ております。商工中金の地方支店はこれに該当しませ

ん。 

 

A０12 9/11 様式 4. 

金融機関確認

書 

ー 無借金企業や3年以内に外部借入を開始した企業が、

同確認書の発行を依頼出来ないのか。 

（本質問フォームでは、今年度の募集要項に係るご質問

のみ回答させていただきます。） 

「3 年以上出融資にかかる取引関係のある金融機関」

からの確認書以外については審査に際して加味いたし

ません。なお、財務基盤の評価に際しては、提出いただ

く財務情報等を踏まえ借入状況も含めて総合的に分

析・評価させていただきます。 

 

A０13 9/11 様式 4. 

金融機関確認

書 

ー 口座開設、または取引銀行との借入実績が３年未満で

ある場合、同確認書の発行は依頼できるか。 

口座開設、３年未満の融資実績はいずれも『3 年以上

出融資にかかる取引関係』に該当しませんので、同確

認書の発行を依頼できません。 

ただし、提案法人が設立 3 年未満の場合に限り、金融

機関との取引が 3 年未満であっても、金融機関確認書

の提出を認めます。 

 

A０14 9/12 様式 4. 

金融機関確認

書 

 

ー 金融機関確認書を提出できる金融機関に制限はある

か。 

特に制限はございません。 

A０15 9/12 企画書 第 2、2.本支援事業の対象

外となる応募、(4) 

A国に B商品、C国に D商品という形で、23年度の

公示回に複数の応募をする事は可能か。 

2 つの応募が異なる支援メニュー・異なる提案内容で

あっても同公示回への複数応募は不可です。ただし、

中小企業/中堅企業以外の営利法人の場合、異なる製

品/サービス・技術・ノウハウの応募であれば、同じ支援

メニューを含め同公示回への複数の応募が可能です。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０16 9/12 募集要項 第 1、1.はじめに 提案技術を提案法人ではなく外部要員又は補強が所

有する場合、本支援事業へ応募する事が可能か。 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ない

ため、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

公開済みの No.A006 の質問及び回答をご確認下さ

い。 

 

A０17 9/12 募集要項 第 5、3.スタートアップ企業

による応募、③ 

スタートアップ企業の認定要件として「スタートアップ

企業向け外部資金（ベンチャーキャピタルからの投資

実績、公的機関からのスタートアップにかかる助成金

や委託事業等）が 500 万円以上（複数ある場合は合

算）あること。」があるが、以下の場合はその対象とな

るか。 

・法人設立前に得た研究資金 

・公的機関を通した海外での製品導入事例 

・共同企業体の構成員として上記を得た場合 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ない

ため、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

・公開済みの No.A002、A003 の質問及び回答も参

照ください。 

・法人設立前及び設立後に得た当該助成金や委託事業

等がスタートアップ企業向けであり、かつ、提案法人に

対するものであることが明確である場合に限り対象と

なります。 

・スタートアップ企業向けの外部資金である場合には、

企画書にてその旨が分かるようにご説明ください。 

・代表企業では無い場合、その旨記載いただくととも

に、代表企業との関係、今次提案に際しての代表企業

の関与等関連情報もご記載下さい。 

・企画書に頂いた内容を踏まえ、JICA にて判断させて

いただきます。 

 

A０18 9/13 財務諸表、企

画書 

ー ①未上場企業の場合も含め財務諸表の提出は必須

か。 

②企画書別紙３調査実施体制（普及・実証・ビジネス化

事業では別紙 4 業務従事者名簿）について、テンプレ

ートの行数に収まらない人数を記載することは可能

か。 

 

①提案企業（共同企業体の場合は構成企業含む）の上

場区分（公開有無）に関係なく、財務諸表の提出は必要

です。 

②可能です。テンプレートの行数に収まらない場合は、

当該ページをコピーして記載してください。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０19 9/13 ー ー A 国 B 州で既にビジネスを展開している場合、ビジネ

ス展開を行っていない A 国 C 州を対象として本支援

事業に応募可能か。 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ない

ため、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

応募可能です。既に A 国でビジネス展開されていると

のことですので、本支援事業が必要な理由についてわ

かりやすくご説明をいただければと思います。 

なお、募集要項の「第 5.応募に係る諸条件、1.本支援

事業対象国」に記載の通り、必ず当該国の JICA 安全

対策措置をご確認の上、同措置を踏まえた事業提案を

お願いいたします。 

 

A０20 9/13 募集要項 第 4.応募方法 ・財務諸表は、郵送での提出も可能か。 

・官報公告に掲載する要旨でも良いか。 

・専用ウェブサイト経由での応募のみ受け付けておりま

す。 

・要旨の代用は不可です。 

 

A０21 9/15 募集要項 第 4、2.応募書類 「中小企業団体の設立許認可書等」とはどのような書

類か。 

募集要項に記載の通り、中小企業団体（事業協同組合、

事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合）が応

募する際には、当該法人が応募資格要件に当てはまる

中小企業団体であることを示す、所管行政庁が交付す

る設立認可書の写し等のご提出下さい。 

なお、中小企業・中堅企業・それら以外の営利法人・非

営利法人が応募する場合は、同書類の提出は不要で

す。 

 

A０22 9/15 募集要項 第 1、1.はじめに ・募集要項には「提案法人固有又は提案法人がビジネ

ス展開の権利を有する製品/サービス・技術・ノウハウ

であること」とあるが、「固有技術」乃至「権利」のどち

らかを提案法人が有していれば応募可能か。 

・「権利を有する」とは譲渡、利用許諾のどちらを意図

するか。 

（個別質問に応じる事が出来ないため、可能な範囲で

回答を差し上げます。） 

・募集要項に記載の通り、①活動の中心となる製品/サ

ービス・技術・ノウハウが提案法人固有のものであるこ

と、もしくは②提案法人が活動の中心となる製品/サー

ビス・技術・ノウハウをビジネス展開する権利を有して

いることを基本としており、①・②どちらかを満たして

いれば応募可能です。 

・②の場合、公開済みであるA010の回答（特に「なお」

以降の文章）をご確認下さい。適切な権利関係の下で

ビジネス展開がなされる必要がありますので、権利関

係等について企画書で説明ください。企画書の内容を

踏まえ、JICAにて要件を満たすか否か判断致します。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０23 9/15 募集要項 第 4、2.応募書類 ①ビジネス化実証事業/ニーズ確認調査への応募に際

し、同意書の押印は省略可能か。 

②普及・実証・ビジネス化事業（SDGs ビジネス支援

型）への応募に際し、貸借対照表及び損益計算書に加

え、キャッシュフロー計算書も提出する必要があるが、

提案法人又は共同企業体の構成員が未上場であり作

成していない場合は、どのようにすべきか。 

（念のためスキーム毎に必要な書類を募集要項にて再

度ご確認下さい。質問文には普及・実証・ビジネス化事

業（中小企業支援型/SDGs ビジネス支援型）の応募に

必要な書類と、ビジネス化実証事業/ニーズ確認調査

のそれが混在しているようにお見受けします。） 

①省略可です。 

②提出不要です。 

 

A０24 9/15 募集要項 第 4、2.応募書類 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）について、附

属明細書や決算書ごと提出する必要があるか。 

附属明細書、決算書の全ページをご提出頂く必要はあ

りません。貸借対照表及び損益計算書の該当部分のみ

提出ください。 

 

A０25 9/15 ー ー 現地関係機関との覚書等を添付資料として提出でき

るか。 

【企画書作成に当たっての留意事項】にも記載の通り、

「（企画書の様式で指定された）別添資料以外の資料・

書類等を添付いただいても審査対象とはなりません」。

また、そうした書類を受け付けることは出来ません。企

画書の記載量制限の範囲内で、覚書等の準備状況を説

明頂く事は可能です。 

 

A０26 9/15 様式 4. 

金融機関確認

書 

ー 銀行保証(バンクギャランティー)の発行、L/C の買い

取り等の信用行為をしてもらった金融機関から同確認

書を取り付ける事は可能か。 

記載いただいた内容は出融資に該当しませんので、同

確認書の発行を依頼できません。 

また、同確認書の取り扱いについては、公開済みの

A012の質問及び回答もご確認下さい。 

 

A０27 9/15 様式 4. 

金融機関確認

書 

ー 同確認書を提出する金融機関が現地調査を行わない

場合、同確認書の提出は可能か。 

・可能です。 

・「金融機関確認書」と「地域金融機関連携」とは異なり

ますのでご注意ください。地域金融機関連携の場合は

企画書においてその旨明記のうえ、必要情報を記載い

ただく必要があります。詳細は募集要項をご確認下さ

い。 

 



A. 全事業区分共通 

8/24 ページ 

No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０28 9/15 募集要項 第 5、2.地域金融機関連携

案件/1 億円を超える応募

(中小企業支援型） 

地域金融機関の調査/業務従事者が現地渡航を伴わな

い場合も、地域金融機関連携案件として認められる

か。 

現地渡航を伴わない場合も、提案法人と取引のある地

域金融機関人材が調査/業務従事者として調査/事業

に参画し、提案企業の海外展開を検討・調査する事が

確認出来れば、地域金融機関連携案件として応募可能

です。地域金融機関が果たす役割は、企画書内でご説

明ください。 

 

A０29 9/19 募集要項 第 5、2.地域金融機関連携

案件/1 億円を超える応募

(中小企業支援型） 

 

地域金融機関の調査/業務従事者の現地渡航は、毎回

同行が必須か。 

毎回同行必須とはしておりません。既に公開済みの

A028の質問及び回答もご確認下さい。 

A０30 9/19 募集要項 第 1、2.募集対象事業 応募資格要件には「みなし大企業」についての記載が

ないため、中小企業、中堅企業については募集要項に

記載されている通りの要件を満たしていれば、応募で

きるという理解でよいか。 

 

募集要項の記載の要件を満たしていれば応募可能で

す。 

C003 の回答が全制度に当てはまりますので参照く

ださい。 

A０31 9/20 様式 4. 

金融機関確認

書 

ー 様式 4 金融機関確認書における「3年以上出融資」に

ついて、現在取引がないものの、過去の実績を用いる

ことは可能か。 

また、過去の取引実績の証明として信用調査のレポー

ト等に反映されていることは条件となるか。 

 

現在お取引がなくとも、過去に 3 年以上の出融資にか

かるお取引がある場合は様式 4のご提出が可能です。

なお、本書は金融機関名にてご提出いただく書類なり

ますので、信用調査レポートは関係しません。 

A０32 9/20 企画書 全般 企画書にURLリンクの貼り付けは可能ですか。 参考としてURLを載せることは可能ですが、主たる説

明は企画書内に記載してください。 

 



A. 全事業区分共通 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０33 9/21 募集要項、企

画書 

ー 提案製品が他社製品と組み合わせて販売を行うもの

の場合、応募対象となるか。また、ビジネス化支援型の

企画書設問 A、3 は「はい」「いいえ」のどちらを選択す

べきか。 

（個別質問に応じる事が出来ないため、可能な範囲で

回答を差し上げます。） 

・募集要項に記載の通り、①活動の中心となる製品/サ

ービス・技術・ノウハウが提案法人固有のものであるこ

と、もしくは②提案法人が活動の中心となる製品/サー

ビス・技術・ノウハウをビジネス展開する権利を有して

いることを基本としており、①・②どちらかを満たして

いれば応募可能です。 

・②の場合、公開済みであるA010の回答（特に「なお」

以降の文章）をご確認下さい。適切な権利関係の下で

ビジネス展開がなされる必要がありますので、権利関

係等について企画書で説明ください。企画書の内容を

踏まえ、JICAにて要件を満たすか否か判断致します。 

・提案法人の製品のみで販売できず、他社製品とのセ

ット販売をしなければ使用できないような提案法製品

であれば、企画書設問 A、3は「はい」となります。 

 

A０34 9/21 企画書 実施体制 ニーズ確認調査又はビジネス化実証事業においては

別紙 3調査実施体制（普及・実証・ビジネス化事業にお

いては別紙4業務従事者名簿）について、テンプレート

の行数に収まらない人数を記載することは可能か。 

 

公開済みの A018②を質問及び回答をご確認下さい。 

A０35 9/21 様式 4. 

金融機関確認

書 

ー 貸金業法に登録されている企業からの出融資をもっ

て、金融機関確認書の提出は可能か。 

提案法人に対する出融資であれば、貸金業法に登録さ

れている企業からの金融機関確認書を提出可能です。

審査時の加味にあたっては、確認書の内容を踏まえて

判断します。 

 

A０36 9/22 企画書 設問 1、(4) 「環境・社会・文化・慣習面のリスク対策、配慮」につい

て記載する際、提案法人にて環境社会配慮カテゴリー

を自主判断した上で、企画書を作成して良いのか。 

環境社会配慮カテゴリーは JICA にて判断致しますの

で、提案法人に自主判断をお願いするものではありま

せん。企画書作成においては設問 1(4)や設問3(9)に

て、提案法人にて現在想定されているリスクや対応策

等などをご記載下さい。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０37 9/25 募集要項 第 2、1.募集対象の法人

（２）財務要件 

財務指標「②直近期（一期１年）の貸借対照表で債務超

過」について、前期末時点で債務超過状態であり、今期

決算（9 月）では解消している。この場合、要件を満た

しているか。 

募集要項に記載のとおり 2023年９月１日時点で財務

指標の要件を満たしていただく必要があります。債務

超過については直近期（１期１年）の貸借対照表に基づ

き判断いたしますので、残念ながら要件を満たしませ

ん。 

 

A０38 9/25 募集要項 第 4、2.応募書類 納税証明書の発行日について『発行日が公示日より 3

カ月以内のもの』とあるが、9 月 1日の公示日前 3か

月以内であれば良いか。 

 

ご理解の通りです。 

A０39 9/25 企画書 全般 企画書はカラー版・モノクロ版のどちらで審査される

事を想定して作成すれば良いか。 

企画書の電子データを活用しますので、どちらでご作

成頂いても結構です。この選択により審査上、有利・不

利になる事はございません。 

 

A０40 9/25 ー ー 納税証明書、登記簿謄本といった提出書類原本を

PDF データにすると、「COPY」や「複写」といった文

字が表示されるが、問題は無いか。 

 

問題ございません。 

A０41 9/25 アンケート設問

6.他機関から

の支援実績 

アンケート設問 6.他機関か

らの支援実績 

他機関からの支援実績とは、JETRO への相談等も含

むか。 

他機関へのご相談・問合せは含みません。他機関の支

援制度を利用した実績、他機関から業務委託を得た実

績をご記載下さい。 

 

A０42 9/25 様式 4. 

金融機関確認

書 

ー 『3 年以上出融資にかかる取引関係』を有する金融機

関が無い場合、金融機関確認書の提出は不要か。 

不要です。同確認書は任意書類であり、未提出でも応

募可能です。 

 

A０43 9/26 募集要項 第 4、2.応募書類 納税証明書は、後日「その 3 の 3」に差し替えることを

条件に、応募時は「その 3」を提出する事は可能か。 

「その 3の 3」以外は受け付けておりません。 

なお、分割納税等の特殊な事情により「その 3の 3」が

一時的に取り付けられない場合には、応募サイト上で

その理由と提出可能時期を明記ください。詳細は「参

考資料 応募フォーム入力マニュアル」をご確認下さ

い。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

A０44 9/26 ー ー 添付可能なサイズが 10MBまでとなっていますが、提

出したいファイルサイズがそれを超えているが、どうし

たら良いか。 

 

ファイルサイズを縮小する等してご対応下さい。 

A０45 9/26 募集要項 第 4、2.応募書類 公示日後に取得した登記事項証明書を提出して問題

ないか。 

募集要項に記載の通り、公示日より前後３か月以内の

ものであれば問題ありません。 

 

 



B. ニーズ確認調査/ビジネス化実証事業 
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B. ニーズ確認調査/ビジネス化実証事業 

No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B001 9/4 企画書 設問 A、7、（3） ビジネス化支援型の企画書、A7(3)は全ての応募企

業が記載すべき項目か。 

A7(3)はスタートアップで販売実績のない場合のみご

記載下さい。 

企画書の記載が分かりづらいため、様式 2 企画書（ニー

ズ確認調査/ビジネス化実証事業）を修正致しました。正

誤表と共に、修正した企画書を公開しておりますので、

お手数をおかけしますがご確認頂き、修正版をご利用く

ださいませ。 

 

B002 9/4 企画書 別紙 4 又は別紙 7「コンプ

ライアンス（法令遵守）・経理

処理体制」、4 

JICA コンサルタントが調査支援対象経費の予算管

理・精算を行う事となっているため、精算体制をどの

ような形で図示すべきか。 

 

採択企業による立替払いや調査支援対象経費内訳の作

成を行う体制をご記載下さい。 

B003 9/4 企画書 設問 B、4 図表の挿入が可能となっているが、ページ数に制限

はあるか。 

ページ数の制限はありません。ただし、字数は 400字以

内でご記載下さい。 

 

B004 9/4 企画書 別紙 1 別紙 1 の記載ぶりについて、例えば、製品 A の販売

実績が複数かつ全て BtoB セグメントの場合、集約

して製品 Aを 1件として記載すべきか。 

かならずしも１件に集約することが必須というわけでは

ありません。どのような顧客層（セグメント）にどの程度

の価格のものをどの程度の数量販売されているかとい

う観点で分かりやすく記載いただければと存じます。例

えば、セグメント毎に集約、セグメント毎かつ国内/海外

又は販売単価で分ける等、販売状況に応じてご検討くだ

さい。 

 

B005 9/6 企画書 設問 A、1及び 2 提案製品・技術の説明においても図表や写真の挿入

は可能か。 

図表・写真の挿入は可能です。図表内の文字数をカウン

トするものではありませんが、説明は企画書本文で行っ

てください。 

 

B006 9/6 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

 

ー 子会社の従業員を傭人とする事は可能か。 不可です。子会社の従業員に対する人件費は、JICA で

は負担出来ません。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B007 9/8 企画書 設問 A、7、（1）及び別紙 2 ・7(1)：法人設立後の販売総額を記載する必要があ

るか。直近 5 年以内や主要な外部資金等、記載ぶり

に指定はあるか。 

・別紙 2：直近 5年以内や主要な外部資金等、記載ぶ

りに指定はあるか。 

・7(1)：提案製品・サービスの販売額を累計でご記載下

さい。 

・別紙 2：かならずしもすべてを記載いただく必要はあり

ませんが、御社がスタートアップ企業の資格要件を満た

している事が分かるようにご記載下さい。助成金等につ

いては、”スタートアップ企業を対象とした”助成金・委託

事業が対象となります。企画書にてその旨が分かるよう

にご説明ください。 

 

B008 9/11 応募書類 ー 応募時にロジックモデルの提出が必要か。 ロジックモデルは調査活動の中で作成するものであり、

応募時の提出は不要です。 

 

B009 9/11 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

ー 現地ビジネスパートナーを特殊傭人にできるか。 特殊傭人とは、調査業務に関連して必要となる現地技術

者等（通訳を含む。）です。提案法人・外部要員の関連法

人所属者でない限り現地ビジネスパートナーであっても

傭人とすることは可能です。最終的には、採択後に当該

傭人の所属先と提案法人との関係、当該調査業務の必

要性、傭人価格等にかかる情報をいただいたうえで、支

出対象として適切か否かを JICAにて判断させて頂きま

す。 

なお、特殊傭人と外部要員の兼務はできません。 

 

B010 9/11 ー ー ①監理団体は提案法人又は共同企業体の構成員に

なれるか。 

②現地在住の日本人を傭人にする事が出来るか。 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ないた

め、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

①当該の監理団体の法人が中小企業団体（事業協同組

合、事業協同小組合、企業組合、協業組合、商工組合）で

ある場合には可能です。 

②可能です。ただし、当該人の所属先が提案法人・共同

企業体の構成法人・外部要員の所属先又はこれら法人の

関連会社である等、JICA が負担出来ない場合もござい

ますので、最終的には採択後に JICAが可否を判断させ

て頂きます。加えて、提案法人の責任にて当該者の在留

資格等を事前に確認した上で雇用下さい。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B011 9/12 別紙 6. 

環境社会配慮 

スクリーニング

様式 

項目 1 項目 1 の「所在地」は国・県・市等どの行政単位で記

載すれば良いか。 

応募時の想定で、可能な範囲で実証場所・施設含め詳細

にご記載下さい。 

本支援事業では環境社会に甚大な影響を及ぼす可能性

のある応募は支援対象外となり、本支援事業の対象サイ

トは原則として政府が法令等により自然保護や文化遺産

保護のために特に指定した地域の外となります。また、

ビジネス化実証事業については契約を締結する交渉と

並行して、環境社会審査を行いますが、環境影響が大き

いと判断された場合には環境社会配慮に係る追加資料

のご提出を含むその他対応をお願いする場合がありま

す。 

 

B012 9/12 企画書 全般 図表や写真の挿入が指示されていない設問において

も、図表や写真の挿入は可能か。 

図表・写真の挿入は可能です。図表内の文字数をカウン

トするものではありませんが、説明は企画書本文で行っ

てください。 

 

B013 9/12 ー ー 採択後、採択企業が新規雇用した者を調査従事者に

追加し、旅費等の支給対象とする事は可能か。 

可能です。企画書の「別紙3.調査実施体制」には、採択後

に雇用予定である旨をご記載下さい。「様式 3.調査支援

対象経費積算表」は、当該従事者の旅費等を考慮の上、

作成下さい。 

 

B014 9/12 企画書 設問 A、7 ・『提案する製品・技術・サービス』の販売実績とは、技

術から得た対価、技術により生産した製品から得た

対価のどちらを記載すべきか。 

・企画書では、法人設立後の販売総額を記載する必

要があるか。1期分だけでも良いか。 

（質問文に記載頂いた個別質問に応じる事が出来ないた

め、可能な範囲で回答を差し上げます。） 

・提案ビジネス次第です。提案ビジネスが技術のライセン

ス販売等なら前者、製品の販売なら後者をご記載下さ

い。 

・提案製品・技術・サービスの販売額は累計でご記載下さ

い。 

 

B015 9/12 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

ー 「セミナー等実施関連費」に、学会出展費用を含める

事が出来るか。 

調査・実証活動に必要である場合には計上可能です。い

ずれにしても採択後、JICA が活動内容・出展目的等を

確認させて頂き、計上可否を判断致します。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B016 9/13 ー ー 応募フォーム内で図表や覚書を提出する事は可能

か。 

図表や覚書を企画書とは別の形式で受け付ける事は出

来ません。なお、企画書内に図表の挿入は可能ですの

で、公開済みの B003,B005,B012 の質問及び回答

も参照ください。 

 

B017 9/13 別紙 6. 

環境社会配慮 

スクリーニング

様式 

項目 1及び 2 ・項目 1：事業活動する場所の所在地をどの程度詳細

に書く必要があるか。 

・項目 2：「いいえ」の場合、2-2,2-4 の記載は不要

でしょうか。 

・項目 1：公開済みの B011 の質問及び回答をご参照下

さい。 

・項目 2：2-1、2-3 の回答が「いいえ」の場合、それぞれ

2-2、2-4は記載不要です。 

 

B018 9/13 様式 1. 

同意書 

 

ー 同意書の押印は省略可能か。 省略可です。 

 

B019 9/13 企画書 全般 文字数をどのようにカウントすれば良いか。 WORD ツールバーの文字カウントで示される「文字数

（スペースを含めない）」でお考え下さい。 

 

B020 9/13 ー ー 応募前にカウンターパートから、実施体制、活動計

画、カウンターパートになる事について了解を得てお

く必要があるか。 

応募時点で了解を得ていない場合も応募は可能です。

企画書には、応募時点での準備状況及び採択後に実施

予定の事項をそれぞれ明記ください。 

 

B021 9/15 企画書 全般 図表や写真の挿入時、企画書の枠内に収める必要が

あるか。 

枠を適宜大きくする等して、図表や写真も枠内に収めて

下さい。 

 

B022 9/15 企画書 設問 C、4 「C4.上記に一番関係の深い SDGs ゴールを選択し

てください。」の「上記」とは C3 の設問、提案ビジネ

スのどちらを指しているのか。 

 

提案ビジネスを指していますので、提案ビジネスと一番

関係の深い SDGsゴールを選択ください。 

B023 9/19 企画書 別紙 1 販売単価が度々変わっている場合には、販売単価・

数量・総額をどのように記載すれば良いか。 

記載ぶりを厳密に定めておりませんので、既に公開済み

の B004 の質問及び回答をご確認下さい。必要に応じ

て単価等の考え方を別紙１に記載いただくことも可能で

す。記載箇所は分かる場所であれば特段の決まりはあり

ません。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B024 9/19 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

4.積算にかかる留意事項 『特殊傭人費及び車両借上費、調査対象国内の交通

費（対象国内航空賃を含む）については提案法人分と

同額を JICAコンサルタント分として計算ください。』

とあるが、特殊傭人費・車両借上費・国内交通費を提

案法人分の 2倍の金額を計上しておく事でよいか。 

・国内交通費が調査対象国内の交通費（調査対象国を移

動する航空賃等。日本と調査対象国間の往復航空賃、内

国旅費は除く）を意図されている前提で回答致します。 

・特殊傭人費、車両借上費、調査対象国内の交通費は、コ

ンサルタント分として提案法人分（提案法人の調査従事

者の合算）と同額を計上、つまり提案法人分の 2 倍の金

額を計上頂く事になります。 

 

B025 9/19 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

4.積算にかかる留意事項 調査対象国又は第三国に居住する調査従事者（海外

居住者）の航空賃・宿泊費・日当・内国旅費は計上可

能か。 

・調査対象国居住者については、調査対象国内で宿泊を

伴う移動が発生する際は航空賃・宿泊費・日当を支給し

ます。 

・第三国居住者については、調査対象国への出張時には

航空賃・宿泊費・日当を支給します。 

・内国旅費は日本国内における「所属法人所在地または

居住地（以下、「居住地等」という。）から最寄りの国際空

港まで、あるいは最寄りの国際空港から居住地等まで移

動するための経費」であるため、海外居住者は計上出来

ません。 

 

B026 9/19 企画書 設問 C、2及び別紙 3 別添資料 8.FAQ（よくあるご質問と回答）の No.16

に英語力を確認するとあるが、ニーズ確認調査の企

画書において英語力を記載する箇所はどこにある

か。 

ニーズ確認調査の企画書においては、直接的に英語力を

問う事はしておりませんが、設問 C の 2、別紙 3に提案

法人及び調査従事者の海外業務経験についてご説明下

さい。 

 

B027 9/19 別紙 6. 

環境社会配慮 

スクリーニング

様式 

 

項目 3 3-1 が「いいえ」の場合、それ以降の 3-2,3-3,3-4

の記載は不要でしょうか。 

記載不要です。 

B028 9/20 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

4.積算にかかる留意事項 宿泊料金の 11.600 円は、どこに泊まっても領収書

を必要とせず、固定で支払われる理解で合っていま

すか？ 

ご理解の通り宿泊料の単価は１泊につき 11,600 円と

なり、領収書等は不要です。 

なお、連続する滞在日数が 30日間を超える場合は単価

を減じます。詳細は別添資料 4 調査支援対象費目

（P3）をご確認ください。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B029 9/20 企画書 設問 A 提案製品・技術・サービスの販売実績について、販売

開始からの総額を記載する理解でよいか。 

 

販売開始からの累計の販売総額を記載してください。 

B030 9/20 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

特殊傭人費 「現地コーディネーター」として現地人材を参画させ

たく、特殊傭人費に計上可能か？ 

可能です。詳細な条件はコンサルタント等契約における

経理処理ガイドライン P16をご確認ください。 

jica.go.jp/Resource/announce/manual/guid

eline/consultant/ku57pq000010c00g-

att/quotation_01_202204.pdf 

 

B031 9/20 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

雑費 資機材の保管用ラックは消耗品として計上可能か。 （個別質問に応じる事が出来ないため、可能な範囲で回

答を差し上げます。） 

調査に必要な資機材であれば、特定の条件を満たす場

合に限り雑費として計上可能です。詳細は別添資料 4 

調査支援対象費目の P6をご確認ください。 

 

B032 9/20 企画書 ビジネス化実証事業 

別紙 6 

ビジネス化実証事業の企画書別紙 6.環境社会配慮

スクリーニング様式について、「3-3」の●記入で、

「いいえ」を選択した場合、「3-4」の記載は不要でし

ょうか。 

「3-4」のその他に「●」を記入して現在の状況を記入し

てください。 

公開済の B017 及び B027 の回答も併せてご参考く

ださい。 

 

B033 9/21 ー ー 提案法人代表者の親族を調査従事者に含める事は

可能か。 

当該の親族が提案法人又は外部要員として調査活動に

参画し、担当業務があるのであれば、調査従事者に含め

る事が可能です。 

 

B034 9/21 ー ー 現地子会社従事員は調査従事者になれるか。 外部要員として調査従事者に含めることが可能です。 

 

B035 9/21 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

ー 現地の社員等が来日する航空賃について、計上費目

はどれが適切か。 

本調査活動の中で現地社員が来日して活動を行う事は

想定しておりませんので、計上は出来ません。なお、国内

業務費では現地社員ではなく現地ビジネスパートナーや

調査対象国政府機関の職員を日本に受け入れるための

往復の国際航空賃であれば計上可能です。 

 

https://www.jica.go.jp/Resource/announce/manual/guideline/consultant/ku57pq000010c00g-att/quotation_01_202204.pdf
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/manual/guideline/consultant/ku57pq000010c00g-att/quotation_01_202204.pdf
https://www.jica.go.jp/Resource/announce/manual/guideline/consultant/ku57pq000010c00g-att/quotation_01_202204.pdf
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B036 9/21 企画書 全般 写真や図表の挿入は可能か。 公開済みの B003,005,0012,016,021 の質問及び

回答をご確認下さい。 

 

B037 9/21 企画書 設問 A、7、（1）及び別紙 2 法人設立後の販売総額は累計で記載する必要があ

るか。何年分という記載でも良いか。 

公開済みの B004,007,014,023,029 の質問及び

回答をご確認下さい。 

 

B038 9/21 様式 1.同意

書、企画書の

別紙 3 

 

 

ー ①同意書の押印は省略可能か。 

②別紙 3 調査実施体制の「役割」は何を記載すれば

よいのか。 

①公開済みの B018の質問及び回答をご確認下さい。 

②当該の調査従事者が担う具体的な業務を「担当業務」

へご記載頂き、それを一言で表したものを「役割」にご記

載下さい。 

B039 9/21 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

 

別表 予防接種費用を雑費に計上出来るか。 提案法人・外部要員・地域金融機関従事者の予防接種費

用は計上可能です。 

B040 9/22 企画書 設問 A、7、（1）及び別紙 2 法人設立後の販売総額は累計で記載する必要があ

るか。何年分という記載でも良いか。 

公開済みの B004,007,014,023,029 の質問及び

回答をご確認下さい。 

 

B041 9/22 様式 3. 

調査支援対象

経費積算表 

ー 調査支援対象経費に関して、最終的にどの書類を提

出すれば良いか。 

「様式 3.調査支援対象経費積算表（Excel ファイル）」の

内、ご自身のスキームが応募される Excel シートを活用

して作成頂き、同ファイルを Excel ファイルのままご提

出ください。 

作成例が「別添資料 4.調査支援対象費目」内にございま

す。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B042 9/22 募集要項 第 2.応募資格要件 スタートアップ企業が応募する場合、「①設立 15 年

以下、②未上場、③スタートアップ企業向け外部資金

が500万円以上（複数ある場合は合算）あること」以

外に応募資格要件はあるか。 

スタートアップ企業のニーズ確認調査への応募資格要件

は以下の通りです。以下をひとつでも満たしていない場

合は、ご応募頂けません。 

・右記①～③を満たしている。 

・募集要項の第 2.応募資格要件、第 1項（2）に記載の通

り、財務要件②直近期（一期１年）の貸借対照表で債務超

過ではない（財務要件①及び③はスタートアップ企業は

免除される）。 

・もし「製品/サービス・技術・ノウハウの販売実績」がない

場合、主たる要素技術の販売実績がある、又は提案製

品・サービスの実証段階を終えている。 

 

B043 9/22 募集要項 第2、1.募集対象の法人（２）

財務要件 

設立 3期未満の場合（設立後 1期もしくは 2期）、財

務指標を「①当期純利益が過去３期連続マイナス（当

期純利益が直近の過去３期連続で赤字）」及び「③直

近の年商の３年平均が 3000 万円未満」をどのよう

に捉えれば良いか。 

それぞれ以下のように読み替えます。 

①過去 1 期/2 期連続マイナス（当期純利益が直近の 1

期/2期連続で赤字） 

③直近の年商の 1 年分/2 年の平均が（ニーズ確認調査

の場合）2000 万円未満、（ニーズ確認調査以外の場合）

3000万円未満。 

なお、スタートアップ企業として応募される際は、上記①

及び③を免除いたします。 

 

B044 9/25 様式 3. 

調査支援対象

経費積算表 

 

ー 「様式 3.調査支援対象経費積算表」の＜調査支援対

象費目内訳の考え方＞は記載すべきか。 

青字の記載ガイドに沿ってご記載下さい。 

B045 9/25 募集要項 第 4、2.応募書類 「様式 1.同意書」は共同企業体を構成する場合のみ

提出すれば良いか。 

「様式 1.同意書」は共同企業体を構成するか否かに関わ

らず、全提案法人提出必須の書類です。共同企業体を構

成する場合には、全構成企業の連名でご記載下さい。 

 

B046 9/25 募集要項 第 4、2.応募書類 「様式 1.同意書」について、①押印は省略可能か。②

署名欄は手書き必須か。 

 

 

①既に公開済みの No.B018 の質問及び回答をご確認

下さい。 

②自署・ワード入力を問いません。 
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No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

B047 9/25 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

4.積算にかかる留意事項 滞在日数 30 日を超過した場合の宿泊料の取り扱い

については、超過日数分のみを上限基準額の 90%

もしくは 80％で計上する事で良いか。また、調査期

間中の合計滞在日数では無く、1回の渡航につき30

日を超過した場合のみ、この控除が適用されるのか。 

 

１回の渡航につき滞在日数 30 日を超えた場合、30 日

を超過した日数分については上限基準額の 90%もしく

は 80％を積算ください。 

B048 9/25 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

 

別表 地域金融機関従事者の海外旅行保険、通信費は計上

出来るか。 

雑費として計上下さい。 

B049 9/25 企画書 全般 図表を挿入する場合、図表内の文字数も文字制限の

対象となるか。 

公開済みの B003,005,0012,021 の質問及び回答

をご確認下さい。 

 

B050 9/26 別紙 6. 

環境社会配慮 

スクリーニング

様式 

項目 3 項目 3-1「環境アセスメントは事業実施国の法制度

上必要ですか？」とは、申請業務内容について環境ア

セスメントは事業実施国の法制度上必要か否かを問

われているのか。 

 

ご理解の通りです。実証事業を行う上で、環境アセスメ

ントが事業対象国の法制度上求められているか否かを

問う設問です。 

B051 9/26 別添資料 4. 

調査支援対象

費目 

4.積算にかかる留意事項 JICA コンサルタントの特殊傭人費・車両借上費、調

査対象国内の交通費は何人分計上すべきか。 

・既に公開済みの No.B024 の質問及び回答をご確認

下さい。 

・簡易的に算出する観点から提案企業と同じ金額を計上

いただくようお願いします。採択後に JICAコンサルタン

トの支援を得つつ経費内訳の見直しを行います。渡航計

画を踏まえた調整は当該タイミングで行うことが可能で

す。 

 

B052 9/26 企画書 全般 企画書全体のページ数に上限はあるか。 ページ数の制限はありません。ただし、各設問の字数制

限内でご記載下さい。 
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C. 普及・実証・ビジネス化事業 

No. 掲載日 該当資料 該当箇所 質問 回答 

C001 9/4 別添資料 6. 

業務委託契約

書（サンプル）

（付属書 I～Ⅳ

含む）及び協議

議事録（サンプ

ル）  

協議議事録（サンプル） 協議議事録のサンプルはどこで公開されているのか。 募集要項の別添資料 6「業務委託契約書（サンプル）

（付属書 I～Ⅳ含む）及び協議議事録（サンプル）」をご

確認下さい。 

C002 9/4 別添資料 2. 

事業対象国に

おける留意事

項 

インドネシアの留意事項 インドネシアの留意事項に『協議議事録については、大

統領令により英語に加えてインドネシア語でも作成す

ることが定められており、提案企業による対応が求め

られています。同大統領令には、両言語の解釈に相違

がある場合は英語を優先すると記載されています。』

とあるが、自動的に英語が優先されるのか。 

  

別添資料 2 に記載の通りです。協議議事録にも、解釈

に相違が発生した場合は英語が優先される旨を記載す

る例がありますので、実際に締結する際は C/P機関と

ご相談ください。 

C003 9/6 募集要項 第 1、2.募集対象事業 中堅企業に関して、以前の公示ではあった「みなし大

企業」等の条件はなくなったのか。 

2023年度の募集要項に記載の通り、今回の募集にお

いて中堅企業に関する条件としては『営利法人におい

て資本金額10億円未満の企業』であることのみとして

います。 

また、応募可能スキームのご確認には、法人区分確認

ツール 

（ https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?

SMPFORM=mbme-liqgtc-

759b381be4fb64d997a80d8f3989b1f8 ）

をご活用ください。 

 

C004 9/12 企画書 表紙、応募勧奨 応募勧奨項目の内、グローバルアジェンダ事業構想の

カッコ内には何を記載すればよいのか。 

「別添資料 5.グローバル・アジェンダにおける民間連携

重点事項」の「2.グローバル・アジェンダごとの民連連

携重点事項」の内、提案事業と合致するものがありまし

たら、重点事項名をカッコ内にご記載下さい。 

 

https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-liqgtc-759b381be4fb64d997a80d8f3989b1f8
https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-liqgtc-759b381be4fb64d997a80d8f3989b1f8
https://minkanrenkei.jica.go.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-liqgtc-759b381be4fb64d997a80d8f3989b1f8
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C005 9/14 別添資料 4. 

経理処理ガイ

ドライン 

4、（3）、1)「I.（外部人材に

係る）人件費」 

提案法人（非営利法人）の案件に、同法人に理事や事務

局長として人材を出している会員企業の役職員は外部

人材や補強人材として参画できるか。なお、当該会員

企業はビジネスの対象となる製品・サービス等を取り

扱っていない。 

（個別質問に応じる事が出来ないため、可能な範囲で

回答を差し上げます。） 

非営利法人は「SDGs ビジネス支援型」にご応募頂け

ます。 

御質問の記載からは、経理処理（積算）ガイドライン

p.12 記載の外部人材条件「④役員の兼務等により提

案法人との間で実質的支配関係にある法人の役員等

及び従業員でないこと」に抵触すると考えられ、この場

合は、外部人材としては参画できません。ただし、最終

的には、契約交渉を通じて他の条件も確認のうえで、

外部人材適否を判定します。 

一方、外部人材的確要件を満たさない場合にも、補強

人材として参画は可能です。 

 

 

C006 9/15 ー ー 外部人材適格要件のように、提案法人の業務主任者/

業務従事者に関して適格要件はあるか。 

提案法人に所属しているか否かは「専任の技術者」で

あることを基本としますが、最終的には JICA が契約

交渉において確認し、判断します。 

なお、公示日時点で、業務従事予定者と提案法人の間

で有効な雇用契約がない者（契約予定者等）を雇用が

あるように企画書に記載された場合は虚偽記載となり

ます。そのような場合には、企画書にて●年●月雇用

予定、案件採択された場合に雇用予定等具体的な関係

を明記ください。「様式3.見積金額内訳書・見積金額内

訳明細書」は、当該従事者の旅費等も考慮の上、作成下

さい。 

 

 

C007 9/20 募集要項 第2、1.募集対象の法人（２）

財務要件 

募集対象の法人の条件の中の「直近の年商の３年平均

が 3000万円未満」について、子会社等を含めた連結

による年商か。 

 

 

提案企業単体の年商となります。 
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C008 9/20 企画書 全般 ①企画書末尾の「別添の目次部分」はページ数に含む

か否か。 

②企画書要約はページ数に含むか否か。 

③別添の各様式に記載量の制限はあるか。 

企画書の記載量（ページ数）は、企画書要約から企画書

末尾の「以上」までを規定の記載量（ページ数）でご記

載ください。また、別添については、フォーマットの記

載量（それぞれ１ページ以内）で簡潔に記載いただくこ

とを想定しますが、複数ページにわたりご記載頂いて

も構いません。以上踏まえ、以下の通り回答します。 

 

①ページのカウントは企画書本文末尾の「以上」までと

なります。 

②企画書要約はページ数に含みます。 

③原則、フォーマットの記載量に沿って記載してくださ

い。一方、複数ページになることを否定しません。 

 

C009 9/20 企画書 別添 1 提案機材・システム

の競合技術との比較 

別添 1 提案機材・システムの競合技術との比較におけ

る技術の分類（大項目）及び（小項目）はなにを参照す

るのか。 

総務省の日本標準産業分類を参照してください。 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/

index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000

044.html 

 

C010 9/21 募集要項 第 1、2.募集対象事業 あるホールディングス企業の子会社は中堅企業に該当

するか。 

（個別質問に応じる事が出来ないため、可能な範囲で

回答を差し上げます。） 

公開済みのC003の質問及び回答をご確認下さい。 

 

C011 9/25 別添資料 4. 

経理処理ガイ

ドライン 

4、（3）、1)「I.（外部人材に

係る）人件費」 

外部人材の適格要件として「受注業務対象国居住者で

はないこと」とあるが、本邦・業務対象国以外の第3国

であれば外部人材になり得るか。 

第 3 国居住者は外部人材になり得ます。他方、これ以

外にも複数の適格要件がありますので、これのみをも

って外部人材として適格か否かを判断出来ません。最

終的には、契約交渉を通じて他の条件も確認のうえ

で、外部人材適否を判定します。 

 

C012 9/25 別添資料 4. 

経理処理ガイ

ドライン 

 

4、3)「III.管理費」 現地 C/P や業務従事者が外部の有料講座を受講する

場合の受講料は計上可能か。 

「別添資料 4.経理処理ガイドライン」に記載のない費目

の積算は出来ません。管理費等でご対応下さい。 

C013 9/25 企画書 設問 1、(3) 設問 1(3)の「必要なインフラ整備状況」とは、ビジネス

を行うために必要な道路・電気・通信などの整備状況

を記載すれば良いか。 

 

ご理解の通りです。ビジネスを実施する上で、必要なイ

ンフラ環境、確認出来ている整備状況をご記載下さ

い。 

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html
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C014 9/25 別添資料 1. 

制度説明資料 

第 1、2.実施体制及び業務

従事者に係る諸条件 

現地販売店の社員を補強人材として参画させる事は

可能か。 

可能です。なお、当該社員の所属先が、提案法人の場

合は提案法人として参画が可能です。 

 

C015 9/25 企画書 ー ニーズ確認調査への応募において、相手国側ビジネス

パートナーの詳細（資本金や売上等）を記載すべきでし

ょうか、また、ビジネスパートナー企業の規定はありま

すか？ 

相手国側ビジネスパートナーが既に決まっている場合

には、ビジネスパートナーの情報のみを記載する設問

はございませんが、企画書内で適宜ご説明下さい。多

様な形のパートナーシップがありますので、ビジネスパ

ートナー企業の外形上の規定等はありません。 

なお、ビジネスパートナーが決まっていない場合にも、

ニーズ確認調査への応募は可能です。 

 

C016 9/26 様式 3. 

見積金額内訳

書・見積金額

内訳明細書 

 

見積根拠資料 見積根拠は採択後に提出する事になっているので、

「様式 3.見積金額内訳書・見積金額内訳明細書」の「見

積根拠資料番号」の記載は不要か。 

ご理解の通り、応募時に「見積根拠資料番号」の記載は

不要です。 

C017 9/26 企画書 ー 企画書冒頭の要約と設問 1 はページを変えずに、続け

て記載しても問題ないか。 

問題ございません。ただし、【企画書作成に当たっての

留意事項】に記載の通り、企画書全般においてフォント

は判読に困難のない大きさを確保してください。 

 

C018 9/26 企画書 設問 3、(4) ・設問 3、(4)に「(3)で記載いただいた目標の達成に

必要となる具体的な活動計画を、別添 2に記載くださ

い」とあるが、企画書には成果のみ、別添2には活動内

容を記載すれば良いか。 

・別添に記載した内容も審査対象となるか。 

 

・企画書内の青字ガイドに沿ってご作成下さい。活動内

容は別添 2 に記載頂く事を想定していますが、補足等

を本文に記載する事は妨げません。 

・本文及び別添に記載された全てが審査対象です。 

 


